
 
宇都宮市景観条例【概要版】 
 

【参考】 宇都宮市景観条例のイメージ 

⑥適用除外（行為の届出等） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

条例の必要性 
○ 良好な景観の形成のためには，市民，事業者，市が一体となって，景観づくりに取り組むことが必要である。 
○ 景観法が施行され，法に裏づけされた景観形成に関する規制・誘導を実現することが可能となった。 
○ 平成１９年９月，法の制度に基づく景観計画を活用するため，「宇都宮市景観計画」を策定した。 
○ 本計画の運用にあたっては，「計画の手続」や「景観形成重点地区」など景観計画に関する事項を条例で定

める必要がある。 

④景観形成重点地区，景観形成推進地区 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

景観計画区域＝市全域 景観形成重点地区 

景観形成推進地区 

本市の代表する誇れる景
観として，市が積極的に景観
形成を図ろうとする地区 

市民自らが積極的に景観
形成をしようとし，市に要請す
ることにより指定される地区 

景観形成重点地区となる地域 
① 特徴のある景観を有している地域 
② 四季を感じられる豊かな自然景観の保全を目指す地域 
③ 魅力ある街並みの形成を目指す地域 

景観計画区域 
●届出対象行為（景観法第１６条）

景観計画の区域内はすべての建築物

の建築及び工作物の建設が対象 
 
 
●届出対象を絞るためには，条例で定

める必要がある。 
（景観法第１６条第７項第１１号） 
          「適用除外規定」

宇都宮市景観計画（市全域） 
● 届出対象行為 
・高さ 10ｍ超え，又は建築面積 1,000㎡超え

宇都宮市景観条例（市全域） 
● 届出対象行為の適用除外 
・高さ 10ｍ以下，かつ建築面積 1,000㎡以下

連携が必要 

③景観計画の策定手続等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

景観計画（案） 

景観審議会 
 
景観計画の策定及び
変更にあたり，専門的
な見地で審議 

策定又は変更

景観計画（案）の決定 

意見の反映

条例の主な内容 
 
１ 目的（第１条関係） 

 
 
 

 
２ 基本理念（第２条関係） 
 
 
 
 
 
 
３ 景観審議会，景観計画の策定の手続等（第３条，第４条関係） 

 
 
 
 
 
 
 
４ 景観形成重点地区等（第５条関係） 

 
 
 
 
 
５ 指導，助言及び勧告（第７条関係） 

 
 
 
 
６ 適用除外（行為の届出等）（第８条関係） 

 
 
 
 
７ その他（第９条関係） 

景観法の施行について，本市における良好な景観形成のための基本理念その他必要な事項を定めるこ

とにより，美しい景観と潤いのある豊かな生活環境の創造に資することを目的とする。 

○ 景観計画の策定又は変更するときは，景観に関する専門的な意見等を聴く第三者機関として，景観

審議会において景観に関する重要な事項を調査審議する。 
○ 景観計画は，基本理念に即したものでなければならない。 
○ 景観法施行令（平成１６年政令第３９８号）第７条の規定により条例で定める一団の土地の区域の規模

は，０．１ヘクタールとする。 

○ 積極的な景観形成を目指すべき地区として，「景観形成重点地区」を指定することができる。 
○ ０．１ヘクタール以上の一団の土地の区域内の市民又は事業者の要請により，積極的に景観形成に取

り組む地区として，「景観形成推進地区」を指定することができる。 

景観計画では，大規模行為について届出の対象とするため，条例で適用除外を定める必要があり定める

もの。 ※大規模行為＝高さ１０m超えるもの，又は建築面積１，０００㎡を超えるものの建築行為など 

地域の特性に十分配慮しながら，行為の制限に基づき景観形成の適正な誘導を図り，必要に応じて指

導や助言を行うとともに，勧告により届出制度の適正な運用を図る。 

○ 良好な景観は，地域の特色を尊重し，豊かな自然と歴史的・文化的資源を守り，育てるとともに，魅力

ある街並みと活力ある地域社会を創り出し，我が街の誇りとなるように形成されなければならない。 
○ 良好な景観の形成の実現に当たっては，市民，事業者及び市が互いに協力し，一体的な取組がなさ

れなければならない。 

◎ 景観条例と景観計画等の関係 

景 観 法 (H16) 

宇都宮市景観条例(H19) 

制度として位置付け 目標・方針を

位置付け 

景観法に基づく規制・誘導の実現 

連携 宇都宮市景観計画(H19) 

一体的な 
運用 

運用基準等の規定 

・宇都宮市都市景観基本計画(H3) 

・宇都宮市都市景観ガイドライン(H13) 

景観形成重点地区や景観形成推進地区，景観重要建造物や景観重要樹木の指定は告示をする。


